
１．「総括請求書」を弊社ホームページ（https://ns-tech.biz）内「資料ダウンロード」の「総括請求書」からダウンロードし、

　　記入例を参照のうえ必ず１枚目に使用し、明細などは２枚目以降として下さい。

　　（旧様式を使用している場合、新様式と差し替えお願い致します。）

２．お支払い条件は、毎月末締で翌月末に銀行振込させていただきます。

　　（お支払日が土曜・日曜・祝日などの場合は、その前日と致します。）

３．送付方法は翌月５日までに受取専用メールアドレス（wsSyNp59Hb@corporate.billbill.jp）にPDFの請求書データを一まとめ

　　にしてメールして下さい。

　　（総括請求書は必ず１枚目、その他明細などは２枚目以降として下さい。）

４．振込手数料は、弊社で負担いたします。

　　（指定様式以外の場合や受取専用メールアドレス以外での場合は従来通り￥880）

５．協力金は、受取専用メールアドレスに届いた場合は￥0です。

　　（指定様式以外の場合や受取専用メールアドレス以外での場合は、振込手数料差引後の￥100未満となります。）

注）インボイス登録番号を取得されていない業者様は消費税のお支払いが出来ません。

　　本体価格のみの請求書が必要になるとともに、注文書・請書の取り交わしが必要です。

　　（注文書・請書は総括請求書と合わせて送付して下さい。）

請求書取り扱いに関する基本ルール



Q A

請求書到着期日の5日が土日祝日などの場合、どうすれば良いですか？
休日明け当日のみ対応可能ですが、1日でも遅れるとお支払い月が遅れる

可能性があります。

支払い期日はいつにすればいいのですか？ 請求月の翌月末として下さい。（最新版をダウンロードして下さい。）

例えば請求日を3月15日にした場合、支払い期日を3月31日にしたら3月31

日に振込まれるのですか？

月末締めの翌月末支払いなので、支払い期日は4月末としていただき、支

払いは4月末支払となります。

月末締めの翌月末支払いなので、支払い期日は3月末としていただき、支

払いは3月末支払となります。

請求月内に請求書を発行できない場合でも、総括請求書の請求日は月末と

して、翌月5日までに受取専用メールに送付して下さい。

インボイス登録番号がありません。どうしたらいいですか？
消費税のお支払いが出来ませんので、本体価格のみの請求書が必要になる

とともに、注文書・請書の取り交わしが必要です。

支払い期日が「末日」とありますが、「末日」が土日祝の場合、いつ支払

われるのですか？
お支払日が土曜・日曜・祝日などの場合は、その前日と致します。

指定の総括請求書と自社の明細を分けて2回メールしてＯＫですか？
1枚目に総括請求書、2枚目以降に自社の明細として、PDFの請求書データ

を一まとめにして下さい。

自社の総括請求書的なものがあれば、指定の総括請求書を使用しなくても

良いですか？

指定の総括請求書を必ず1枚目に使用していただき、自社の総括表がある

場合でも明細同様に2枚目以降として下さい。

例えば請求日を2月5日にした場合、支払い期日は2月末でＯＫですか？

請求書に関するQ＆A



自社でＰＤＦで変換できません。どうしたらいいですか？
郵送やFAXでも可能ですが、振込手数料のご負担が￥880となるうえ、協

力金も振込手数料差引後の￥100未満だけ発生します。

メールができません。どう請求したらいいですか？
郵送やFAXでも可能ですが、振込手数料のご負担が￥880となるうえ、協

力金も振込手数料差引後の￥100未満だけ発生します。

メールした後で、間違いに気づきました。どうしたらいいですか？
古いものと差し替え致しますので、再メールしていただいても問題御座い

ません。（現場担当から連絡が入る場合があります。）

請求書をメールしたら、請求書の原本はどうしたらいいですか？ 原本の送付は不要です。

メールアドレスがわかりにくいです。もっとわかりやすくなりませんか？
システム上、割り当てられたものなので変更できません。メールアドレス

をコピーしていただき、アドレス登録お願い致します。

freee、マネーフォワード、misocaなどのクラウド請求書サービスを使用

していますが、対応可能でしょうか？

対応可能ですので、受取専用メールアドレス

（wsSyNp59Hb@corporate.billbill.jp）に送信して下さい。

メール送信時に、自動でパスワードが発行されてしまい、ペイトナー請求

書に反映されませんが、どうすれば良いですか？

現時点では未対応ですので、info@ns-tech.biz に件名を「請求書」として

送信してください。


